
第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 
  

 
  

② 【発行済株式】 
  

 
(注) ジャスダック証券取引所は、平成22年４月１日に大阪証券取引所と経営統合しておりますので、同日以降の

上場金融商品取引所は、大阪証券取引所であります。  

また、同取引所は、平成22年10月12日付で同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場とともに、新たに開設さ

れた同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、同日以降の上場金融商品取引所は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡ

Ｑ（スタンダード）であります。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

平成22年２月１日以後の開始事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はあり

ません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  
  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
(注) 新株予約権の行使による増加であります。 

  

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 8,000,000 

計 8,000,000 

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成22年７月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年10月28日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 3,060,110 3,060,110 
大阪証券取引所

(ＪＡＳＤＡＱ市場)
単元株式数は1,000株であり
ます。 

計 3,060,110 3,060,110 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成18年11月１日～ 
平成19年1月31日(注) 112,000 3,060,110 17,696 411,920 17,696 441,153 
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(6) 【所有者別状況】 

平成22年７月31日現在 

 
(注)  自己株式2,500株は、「個人その他」に２単元、「単元未満株式の状況」に500株含まれております。 

  

(7) 【大株主の状況】 

平成22年７月31日現在 

 
  

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株) 単元未満株
式の状況 
(株)政府及び地

方公共団体
金融機関

金融商品取
引業者

その他の
法人

外国法人等 個人 
その他

計
個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 4 2 19 ― ― 512 537 ―

所有株式数 
(単元) 

― 51 2 910 ― ― 2,091 3,054 6,110 

所有株式数 
の割合(％) 

― 1.66 0.07 29.8 ― ― 68.47 100.00 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

加藤 優 札幌市白石区 738 24.15 

株式会社小森コーポレーション 東京都墨田区吾妻橋３丁目11－１ 180 5.88 

大日精化工業株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町１丁目７－６ 180 5.88 

総合商研従業員持株会 札幌市東区東苗穂２条３丁目４－48 156 5.12 

株式会社光文堂 名古屋市中区金山２丁目15－18 100 3.27 

小松印刷株式会社 香川県高松市香南町由佐2100－１ 100 3.27 

志田 秋子 札幌市厚別区 78 2.55 

日藤ホールディングス株式会社 札幌市中央区北３条西14丁目２ 70 2.29 

東京インキ株式会社 東京都北区王子１丁目12－４号 63 2.06 

奥山 裕三 神奈川県茅ヶ崎市 50 1.63 

計 ― 1,716 56.10 
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(8) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成22年７月31日現在 

 
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式500株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 
平成22年７月31日現在 

   
  

(9) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

  
  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
 （自己保有株式）
普通株式    2,000 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 3,052,000 3,052 ― 

単元未満株式     （注） 普通株式   6,110 ― ― 

発行済株式総数      3,060,110 ― ― 

総株主の議決権 ― 3,052 ― 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
総合商研株式会社

札幌市東区東苗穂２条３丁
目４－48 2,000 ― 2,000 0.07

計 ― 2,000 ― 2,000 0.07
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(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  
(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

  

 
(注) 当期間における取得自己株式数には、平成22年10月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式数は含めておりません。 

  
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 
(注) 当期間における保有自己株式数には、平成22年10月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

り及び買増請求による売渡による株式数は含めておりません。 

  

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第７号による普通株式の取得 

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 ― ―

当期間における取得自己株式 18 5,220 

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式 

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

― ― ― ―

その他(  ―   ) ― ― ― ―

保有自己株式数 2,500 ― 2,518 ―
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当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要な課題として捉え、企業体質を強化し、業績に対応し

た安定した配当を継続して行うことを基本方針としております。 

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本方針としております。配当の決定機関

は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

当事業年度の剰余金の配当につきましては、期末配当として１株当たり８円とし、中間配当７円と合わ

せて、年間配当を１株当たり15円としております。 

内部留保資金につきましては、今後の事業展開に対応した設備投資等の資金需要に備える所存でありま

す。 

なお、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりま

す。 

（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

 
  

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

なお、ジャスダック証券取引所は、平成22年４月１日に大阪証券取引所と経営統合しておりますので、同日以

降の上場金融商品取引所は、大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)であります。  

また、同取引所は、平成22年10月12日付で同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場とともに、新たに開設さ

れた同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、同日以降の上場金融商品取引所は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡ

Ｑ（スタンダード）であります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

なお、ジャスダック証券取引所は、平成22年４月１日に大阪証券取引所と経営統合しておりますので、同日以

降の上場金融商品取引所は、大阪証券取引所(ＪＡＳＤＡＱ市場)であります。  

また、同取引所は、平成22年10月12日付で同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場とともに、新たに開設さ

れた同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、同日以降の上場金融商品取引所は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡ

Ｑ（スタンダード）であります。 

  

３ 【配当政策】

決議年月日 配当金の総額（千円） 1株当たり配当額（円）

平成22年３月４日
21,403 ７

取締役会決議

平成22年10月28日
24,460 ８

定時株主総会決議

４ 【株価の推移】

回次 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期

決算年月 平成18年７月 平成19年７月 平成20年７月 平成21年７月 平成22年７月

最高(円) 715 608 490 440 380

最低(円) 340 415 336 245 294

月別 平成22年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

最高(円) 357 345 366 374 369 380

最低(円) 345 294 310 327 320 324

― 22 ―



  
５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役 
会長

― 加 藤   優 昭和14年７月15日生

昭和44年１月 個人にてプリント企画創業 

(注3) 738 

昭和45年４月 プリント企画を総合印刷に屋号変

更 

昭和47年12月 総合商研㈱を設立(総合印刷を改

組) 

代表取締役(現任) 

昭和52年８月 ㈲アリ印刷代表取締役社長(㈲ア

リ印刷は平成５年７月に清算) 

昭和57年７月 札幌印刷㈱代表取締役社長(札幌

印刷㈱は平成６年３月に当社が吸

収合併) 

平成２年６月 菊水商事㈱代表取締役社長(菊水

商事㈱は平成６年３月に当社が吸

収合併) 

平成10年２月 協同組合札幌プリントピア設立 

理事長(現任) 

平成16年10月 当社代表取締役会長兼管理部長 

平成17年７月 当社代表取締役会長(現任) 

平成22年５月 プリントハウス㈱代表取締役 

(現任) 

代表取締役 
社長

営業本部長
兼企画管理
本部長

片 岡 廣 幸 昭和32年７月16日生

昭和55年４月 当社入社 

(注3) 37 

平成５年４月 当社営業部部長 

平成７年８月 当社商業印刷事業部営業部長 

平成９年10月 当社取締役 

当社取締役商業印刷事業部事業部

長 

平成11年２月 当社取締役営業本部長兼営業第２

部部長 

平成14年４月 当社取締役札幌営業本部長 

（当社マーケティング部・特販営

業部・大阪営業部担当) 

平成15年４月 当社取締役営業本部長兼大阪支社

長 

平成16年10月 当社取締役社長兼営業本部長 

平成18年10月 当社代表取締役社長兼営業本部長 

平成22年５月 当社代表取締役社長兼営業本部長

兼企画管理本部長（現任） 

常務取締役
本州統括兼
東京支社長

菊 池 健 司 昭和29年10月２日生

昭和53年４月 ㈱ダイエー入社 

(注3) ５

平成11年１月 同社販売促進部長 

平成13年２月 同社ＩＲ広報部長 

平成14年７月 当社東京本部・副本部長 

平成14年９月 ㈱総合商業研究所取締役 

平成17年７月 当社執行役員営業企画部長 

平成17年10月 当社取締役東京支社長兼営業企画

部長 

平成18年10月 当社取締役本州統括兼東京支社長 

平成22年10月 当社常務取締役本州統括兼東京支

社長（現任） 

取締役
新規事業 
開発部部長

髙 谷 真 琴 昭和40年２月10日生

平成６年10月 当社入社 

(注3) ８

平成13年４月 当社営業第４部部長 

平成14年４月 当社マーケティング部部長 

平成16年３月 当社事業開発部長 

平成16年10月 当社執行役員事業開発部長 

平成18年10月 当社取締役事業開発部長 

平成22年８月 当社取締役新規事業開発部部長

（現任） 

取締役
営業第２部

部長
菊 地 弘 人 昭和36年12月28日生

昭和55年３月 

昭和62年９月 

平成６年３月 

平成16年８月 

平成18年８月 

平成22年10月

釧路綜合印刷入社 

札幌印刷㈱入社 

同社と当社が合併 

営業第２部部長 

執行役員営業第２部部長 

取締役営業第２部部長（現任） 

(注3) ９
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(注)１  監査役長谷勲及び山川寛之は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  ２  監査役のうち山川寛之は、大阪証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届けております。 

３  取締役の任期は、平成22年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。 

４  監査役の任期は、平成22年10月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(千株)

監査役 
  

(常勤)
― 大 居 啓 子 昭和24年１月５日生

昭和52年12月 森孝平公認会計士事務所入所 

(注4) ―

昭和58年１月 村住経営㈱入社 

昭和58年８月 税理士登録 

平成７年10月 当社監査役 

平成10年10月 当社監査役退任 

平成11年４月 個人経営 

平成14年12月 税理士法人むらずみ総合事務所入

所 

平成16年10月 当社常勤監査役(現任) 

監査役 ― 長 谷   勲 昭和16年６月13日生

昭和45年１月 大日精化工業㈱入社 

(注4) ―

昭和48年３月 北海道大日精化工業㈱入社 

平成３年４月 同社オフセットインキ部門統括副

部長 

平成13年７月 同社オフセットインキ部門担当執

行役員 

平成18年10月 当社監査役（現任） 

平成21年８月 北海道大日精化工業㈱会長 

（現任） 

監査役 ― 山 川 寛 之 昭和21年６月９日生

昭和44年４月 ㈱北海道銀行入行 

(注4) ―

平成８年６月 同行取締役本店営業部本店長 

平成11年６月 同行執行役員本店営業部本店長 

平成12年４月 カラカミ観光㈱専務取締役 

平成13年２月 大槻食材㈱常務取締役 

平成14年４月 同社専務取締役 

平成20年４月 札幌第一興産㈱取締役副社長 

（現任） 

平成22年10月 当社監査役（現任） 

計 797 
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

１．企業統治の体制 

① 企業統治の体制の概要 

当社の取締役会は、取締役５名で構成されており、経営上の意思決定機関として原則月１回の定例

取締役会のほか必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営状況、計画の進捗状況を遅滞なく把握し、経

営上の意思決定及び重要案件に対する迅速な対応を図っております。当事業年度は取締役会を15回開

催しております。 

また、取締役の決議内容、経営方針及び業務上の重要事項等を確認、協議し、効率的な組織運営を

行うため、部・課長以上の役員・役職者で構成される経営会議を月１回以上開催し、社内の意識統一

と推進・管理上の施策の浸透を図っております。 

さらに、執行役員制度を導入しており、意思決定のスピードアップ、取締役会の監督機能強化を図

るとともに、各部門に対する権限委譲をすすめ、業務執行の責任を明確にし、経営戦略のより迅速か

つ正確な遂行を推進しております。執行役員は、取締役会の承認を得て選任しております。 

当社は監査役制度を採用しており、３名の監査役のうち２名は社外監査役であります。監査役は取

締役及び各部門の業務執行の適法性と会社方針に沿った適正な運営がなされているかを監査しており

ます。また、監査役は監査法人と、情報交換、意見交換を綿密に行うとともに、経営上の意思決定を

適切に監督するために、監査役会に準じた「監査役協議会」を３ヶ月に１回開催し、取締役の業務執

行状況及び取締役会並びに経営会議の実施状況を監視できる体制をとっております。当事業年度は監

査役協議会を５回開催しております。  

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を目的として平成22年10月28日より監査役会を設置いた

しました。  

  
② 当該企業統治の体制を採用する理由 

企業活動に係る全ての利害関係者の利益を重視し、経営環境の把握や経営判断の迅速化を図るとと

もに、経営の透明性確保のためにリスク管理体制の強化に取り組むなど、内部統制システムの整備・

改善を図り、コーポレート・ガバナンスと経営チェック機能の充実に努めてまいります。 

  
 当社のコーポレート・ガバナンス体制の組織図は次のとおりです。 

  

 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
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③ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

当社は、取締役会において以下のとおり「内部統制システムの基本方針」を決議しております。 

１）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

イ. 当社は、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会規範及び企業倫理を遵守した

行動をとるため、「企業理念」「社是」「価値基準」を定め、全役職員に周知徹底を図る。 

ロ. 企画管理本部長をコンプライアンス統括責任者として任命し、コンプライアンス体制の構築、

整備、維持にあたらせるとともに、法令違反の未然防止、早期発見のため「内部通報制度」を

設置し、法令遵守に努めるものとする。また、全役職員に対し、「コンプライアンスマニュア

ル」の配布、教育を行うことにより、法令遵守に関する知識と意識を醸成する。 

ハ．監査役及び取締役は、法令違反その他重要な事実を発見した場合は、取締役会及び監査役に報

告するものとする。 

ニ．財務計算に関する書類の適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告

に係る内部統制の体制構築・整備を推進する。 

２）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

情報の保存及び管理は「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を、取締役・監査

役が適切かつ確実に閲覧可能な状態で、文書または電磁的媒体に記録し保存する。 

３）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

イ．当社は経営に重要な影響を及ぼすリスクの予見と識別を行い、事前防止体制と発生時の迅速な

対応、再発防止策を講じる体制を確立する。 

ロ．リスク管理全般について企画管理本部が統括管理をするとともに、内部監査室が各部署のリス

ク管理状況を監査し、定期的に取締役会及び監査役に報告する。 

４）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

イ．取締役の職務執行が効率的に行われるよう「取締役会規程」「職務権限規程」を定め、権限と

責任を明確にする。これらの社内規程の改定は取締役会の決定によるものとする。 

ロ．取締役会を補完するものとして、部課長以上の役職者で構成する経営会議を設置し、社内情報

の一元化と業務推進、重点施策、経営計画、リスク管理状況等の定期的な報告・確認と今後の

対応策の検討を行う。 

ハ．取締役の職務執行状況については、定期的に取締役会において報告を行う。 

５）当社及び子会社管理規定から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

当社の内部統制システムを基礎として、企画管理本部と子会社を担当する取締役が協力しつつ、

指導、支援、監督することにより内部統制を整備し、改善に努めております。   

６）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、監査役を補助

する使用人を配置する。 

７）前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

監査役の職務を補助する使用人は、取締役の指揮命令・監督を受けない。また、監査役補助者の

任命、解任、人事異動等は監査役の同意を得た上で取締役会が決定するものとする。 
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８）取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

イ．取締役及び使用人は、職務執行に関して重要な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、また

は会社に著しい損害あるいは重大な影響を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく

監査役に報告しなければならない。また、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人

に対して報告を求めることができる。 

ロ．監査役は経営会議に出席し、経営上の重要情報について適時報告を受けられる体制とするとと

もに、重要な稟議書は監査役に回覧することとする。 

９）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

イ．監査役の監査が実効的に行われることを確保するために、代表取締役との定期的な意見や情報

の交換を行う。 

ロ．監査役は、内部監査室及び監査法人に対して監査の実施経過について適宜報告を求める等、緊

密な連携を保ち、実効的な監査を実施することのできる体制とする。 

10）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

イ．当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するととも

に、これらの反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて

毅然とした態度で対応することを基本方針とする。 

ロ．反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応部署は企画管理本部とし、情報の一元管理

を行う。 

ハ．「コンプライアンスマニュアル」に反社会的勢力排除に向けた基本方針とその取組みを定め、

全役職員への周知を図る。 

  
④ リスク管理体制の整備の状況 

経営に重要な影響を及ぼすリスクの予見・識別と対応を適切かつ迅速に行うため、「リスク管理規

程」を定め、企画管理本部がリスク全般の一元管理を行い、関係部署と連携して対応を進めておりま

す。また、リスク内容とその具体的対応に関して、３ヶ月毎に取締役会に報告し、リスク管理の強化

に取り組んでおります。 

  
２．内部監査、監査役監査の状況 

① 内部監査および監査役監査の組織、人員及び手続 

監査役監査につきましては、監査方針及び監査計画に基づき、取締役会などの重要会議への出席

や、代表取締役との意見交換を適宜行っております。 

また、監査法人とは、適宜相互の情報交換、意見交換、監査結果報告を行うなど連携を密にして、

監査の実効性と効率性の向上に努めております。 

内部監査については、代表取締役直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は２名で構成

されており、監査役及び他部門と連携のもとで、内部統制の有効性と効率性、業務実施・執行状況等

の監査を実施し、監査結果を取締役会で報告し改善の徹底を図っております。 

内部監査部門のスタッフは監査役と連携し、監査役の職務遂行に必要な事項（調査依頼、情報収集

等）を適宣補助しております。 

なお、常勤監査役大居啓子は税理士の資格を有しており、財務及び会計の知識を有するものであり

ます。 
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当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を目的として平成22年10月28日より監査役会を設置いた

しました。  

  
② 内部監査、監査役（社外監査役を含む）監査および会計監査の相互連携 

内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携につきましては、監査役が媒介となり、定期的に情

報交換を行うことにより、有機的に連携しております。  

  

３．社外取締役及び社外監査役との人的資本的関係 

当社には社外取締役はおりませんが、社外監査役は２名を選任することにより社外からの監視体制

を整備しており、現段階では適切な業務執行に支障がないと判断しているため、社外取締役の選任は

行っておりません。 

また、社外監査役については、独立性を保ち中立な立場から客観的に監査を実施して頂くことを目

的として選任しており、そのサポート体制として、監査役会において監査状況報告を行なうととも

に、必要に応じ取締役会から業務の遂行状況に関する報告の機会を設けております。 

社外監査役長谷勲は、当社株主である北海道大日精化工業㈱の会長であります。当社と北海道大日

精化工業㈱との間で購買取引がありますが、定型的な取引であり、当社と社外監査役個人との間に人

的取引、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。 

社外監査役山川寛之は、㈱北海道銀行の元取締役であります。当社と㈱北海道銀行との間で金融取

引を行っておりますが、定型的な取引であり、当社と社外監査役個人との間に人的取引、資本的関係

又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。 

  
取締役会を当社事業に精通した少数の取締役で構成することによって、経営の効率の維持向上を図

る一方、社外監査役２名を含む監査役機能の充実により、経営の健全化・透明性の維持強化を図って

おります。 

  

４．役員の報酬等 

① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

  

 
(注)１ 平成22年４月30日に辞任した取締役１名を含んでおります。  

  ２ 株主総会の決議による報酬限度額は、取締役年額100百万円以内及び監査役年額20百万円以内（平成18 

     年10月26日開催第35回定時株主総会決議）であります。 

② 役員ごとの報酬等の総額 

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 

③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの 

該当事項はありません。 

役員区分
報酬等の総額 
（千円）

報酬等の種類別の
総額(千円) 対象となる

員数(名)
基本報酬

取締役 
(社外取締役を除く。) 71,700 71,700 ５

監査役 
(社外監査役を除く。) 3,600 3,600 １

社外役員 ― ― ―
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④ 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法 

当社は株主総会で決議された報酬額の限度額の枠内で各役員の地位や当社の業績等を勘案し、報酬

額を決定しております。 

  

５．会計監査の状況 

当社の会計監査業務を担当する監査法人は、新日本有限責任監査法人であります。当社の会計監査

業務を執行した公認会計士の氏名は、次のとおりであります。 

 業務執行社員：中島逸史、廣瀬一雄 

継続監査年数については両氏とも７年以内であるため、記載を省略しております。また、監査業務

に係る補助者は公認会計士４名、その他２名であります。なお、同監査法人及び当社監査に従事する

同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。 

６．株式の保有状況 

①  投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄及び貸借対照表計上額の合計

額 

 銘柄数                         19銘柄 

 貸借対照表計上額の合計額       385,874千円 

②  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式のうち、当事業年度における貸借対照表 計上

額が資本金額の100分の１を超える銘柄は次のとおりであります。 

 
(注)㈱札幌北洋ホールディングス、㈱ツルハホールディングスは貸借対照表計上額が資本金額の100分の１

以下でありますが、上位10銘柄について記載しております。 

③ 保有目的が純投資目的の投資株式 

  該当事項はありません。 

④  保有目的を変更した投資株式 

  該当事項はありません。 

 

銘柄
株式数 
(株)

貸借対照表計上額
(千円)

保有目的

㈱アークス 112,192 130,255 取引関係維持・発展のため

イオン北海道㈱ 391,800 107,353 取引関係維持・発展のため

㈱オークワ 28,210 22,963 取引関係維持・発展のため

㈱ほくほくフィナンシャ
ルグループ 100,000 15,300 取引関係維持・発展のため

㈱三菱ＵＦＪフィナンシ
ャル・グループ 33,000 14,157 取引関係維持・発展のため

㈱サッポロドラッグスト
アー 80 11,088 取引関係維持・発展のため

㈱土屋ホールディングス 70,000 6,160 取引関係維持・発展のため

㈱小森コーポレーション 6,000 5,364 取引関係維持・発展のため

㈱札幌北洋ホールディン
グス 10,000 4,100 取引関係維持・発展のため

㈱ツルハホールディング
ス 1,000 3,330 取引関係維持・発展のため
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７．取締役の定数 

当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。 

８．取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任

決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。 

９．取締役会にて決議できる株主総会決議事項 

① 自己株式の取得の決定機関 

当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動

的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会の決議によ

って自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。 

② 中間配当の決定機関 

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第５項の規定に基づき、

取締役会の決議によって毎年１月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定め

ております。 

10．株主総会の特別決議要件 

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使すること

ができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行

う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、

株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。 
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(2) 【監査報酬の内容等】 

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

  

 
  

② 【その他重要な報酬の内容】 

前事業年度 

該当事項はありません。 

  

当事業年度 

該当事項はありません。 

  

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

前事業年度 

該当事項はありません。 

  

当事業年度 

該当事項はありません。 

  

④ 【監査報酬の決定方針】 

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、監査日数、当社の規模・業務の特性等の要

素を総合的に勘案し、適切に決定しております。 

  

  

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に 
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

18,000 ― 18,000 ―
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